
日付・順番　２月９日　6番　質問者　木塚　惠子

大項目 1

質問事項

【取組状況Ⅰ】

答弁内容Ⅱ

【取組状況Ⅱ】

（１）古河市の水害への取り組みについて
   ①河川上流から流れて来た土砂、流木の除去
　   河川敷の雑草や流木、伐採等、定期的維持管理と堤防の強化
   ②水害時の具体的避難場所の確保、避難経路の安全確保

安全な生活環境について

木塚(きづか)恵子(けいこ)議員の大項目１「安全な生活環境について」
質問事項の「（１）古河市の水害への取り組みについて」
取り組み状況
〇市管理の河川（4河川）については月２回のパトロールを実施しております。
〇県管理の河川については現在女沼川改修工事（前林～磯部区間）が進められております。
〇国土交通省河川事務所管理
　現在、利根川（大山地区）の改修工事を実施しております。

令和3年度の取組み
・水害におけるリスクのある利根川、渡良瀬川沿いの7つの地区（第1、第3、第5、第7、第11、第12、第13地区）住民に対し、6，7月の
出水期に、令和２年度に更新した「古河市洪水ハザードマップ・ガイドブック」の説明と出水期に備えたマイ・タイムラインの作成啓発等を
目的に水防説明会を実施しました。
・災害協定締結　令和3年度は㈱カスミ、㈱茨城放送、㈱佐川急便などの6件の協定を締結しました。
・災害時に伴う覚書　令和3年度は茨城トヨタ自動車㈱と給電対応車両の使用についての覚書を交わしました。
・６月27日に古河第三中学校区の住民を対象とし、古河第三小学校にて、地域防災訓練を実施し、その中で、「水害時の避難判断の訓
練」を行いました。
・防災情報を市民の皆さまに分かりやすくお届けするため、市ホームページのリニューアルを行いました。
・避難所の混雑状況を市ホームページから確認できるようになりました。
・庁内において、災害対応の各種マニュアルの整備と災害図上訓練をおこない、災害対応力の向上を図りました。
以上、水害における避難について、今後も啓発に努めてまいります。

木塚議員の、水害時の具体的避難場所の確保、避難経路の安全確保についてのご質問に、お答えいたします。
　まず避難所でございますが、今年度のハザードマップでは、３２か所の避難所を設定しております。
収容人数でございますが、今年度は新型コロナウイルス感染症の対応のため、避難所内では間隔をあけた避難が必要
となり、収容人数は見直しの結果、約９,０００人となっております。
　避難者すべてを、公共施設に収容することは困難であり、避難者の皆さまには、分散避難をしていただくよう、市広報
での折り込みチラシ等により、周知を図っているところでございます。
　まず、自宅をハザードマップで確認していただき、２階まで浸水しないエリアの場合は、自宅２階等での垂直避難を、
また、自宅が２階以上浸水する場合は、親戚、知人の家へ避難するか、浸水想定区域外は車で移動し、車中避難をす
るよう、分散避難により、避難をお願いしているところでございます。
　次に避難経路でございます。ハザードマップには、避難経路は示しておりませんが、過去に冠水のため閉鎖した道路
区間につきましては、マップ上に表示されておりますので、あらかじめ、避難経路の状況を確認していただき、避難情報
が発令されたら、道路が冠水する前に、または、混雑により渋滞が発生する前に、早めの避難を開始していただきます
よう、周知に努めているところでございます。
以上、答弁とさせていただきます。

　 木塚(きづか)恵子(けいこ)議員の大項目１「安全な生活環境について」の質問にお答えします。
　古河市の水害への取り組みに対しまして、河川管理及び堤防強化と定期的な維持管理が重要であり、近隣自治体と
ともに要望・陳情ができないか。あわせまして、水害時の具体的な避難場所の確保と避難経路の安全確保についての
ご質問をいただきました。
　はじめに、河川に対する活動についてお答えさせていただきます。古河市におきましては、茨城県・栃木県・群馬県・
埼玉県・千葉県の２９市町及び２５の関係団体にて構成されております五県連合利根川上流改修促進期成同盟会の会
員として、国土交通省及び国土交通省関東地方整備局などへの要望活動を実施しております。
　古河市長といたしましても利根川上流河川事務所長との面会を通して要望を行っており、また、渡良瀬遊水地につき
ましても、治水機能の向上について、古河市・栃木県栃木市・小山市・野木町・群馬県板倉町・埼玉県加須市の各首長
とともに要望をしているところであります。
　これからも、市民の安心・安全のため、国土交通省並びに市内を流れる女沼川や向堀川などを管理しています茨城
県に対しまして、防災・減災対策の推進について要望活動を実施してまいります。
続きまして、水害時の具体的な避難場所の確保と避難経路の安全確保についてでございますが、今年度４月に、改訂
版のハザードマップを作成し、市民に配布いたしました。
　改訂版のハザードマップは、想定される最大の浸水状況を示したもので、かつ令和元年台風第１９号の検証を、反映
しております。
想定される浸水の深さから、水没等の危険性がある施設については、避難場所からも除外するなどの変更を行いまし
た。
　避難所及びさいごの逃げ込み施設については、できる限り多くの指定をしておりますが、避難者すべてを収容するこ
とはできません。
　新型コロナウイルス感染症の対応のため、避難者の間隔をあけての避難とするため、さらに避難所の収容人数を減ら
して設定しております。
　市では、避難先での密を避けるための分散避難を、さまざまな形でお知らせしており、マイ・タイムラインの作成をお願
いしているところです。
　公助だけではなく、まずは、自助、そして地域の力である共助により、災害への対応をお願いいたします。
木塚(きづか)恵子(けいこ)議員の大項目１「安全な生活環境について」の質問にお答えします。
質問事項の「（１）古河市の水害への取り組みについて」のうち、河川の管理に関連するご質問にお答えさせていただき
ます。
　河川上流からの土砂や流木の撤去についてでございますが、思川・渡良瀬川・利根川については、国土交通省が河
川管理者として管理しているところでございます。
 国土交通省利根川上流河川事務所では、雨期や台風シーズン等の出水期を迎えるに当たって、河川等の定期的な
巡回を実施し、必要な場合は、その対応をしているところでございます。
市内の河川につきましては、管理区分が県と市に分かれますが、定期的にパトロールを実施し、河川の適正な管理に努
めております。
　なお、堤防の強化について国土交通省　関東地方整備局　利根川上流河川事務所が事業を実施しており、古河市側
の堤防のみならず利根川流域全域で計画的に事業が実施され、堤防強化につながっているところです。

答弁内容Ⅰ


